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Information　健康福祉課

原子力災害被災地域における医療・介護保険料など
減免措置に係る令和５年度以降の取扱いについて
　平成23年３月11日に発生した東日本大震災および
福島第一原子力発電所事故に伴う医療・介護保険など
の一部負担金や保険料（税）の免除措置について、一
定以上所得者を除き継続されています。
　減免措置の見直しについては、令和３年３月９日に
閣議決定された「「第２期復興・創生期間」以降にお
ける東日本大震災からの復興の基本方針」において、

「被保険者間の公平性などの観点から、避難指示解除
の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩
和措置を講じながら、適切に見直しを行う」こととさ
れています。
　この閣議決定を踏まえた国からの令和４年４月８日
付け通知に基づき、令和５年度以降の取扱いは右記の
とおりとなります。

■ 平成23年３月11日時点で広野町に住民票があった
方（または世帯）（※）

※平成26年度までに避難指示などが解除された地域
・ 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の保険料（税）
　　　令和４年度まで・・・全額減免
　　　令和５年度　　・・・１／２減免
　　　令和６年度以降・・・減免終了
・ 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の一部負

担金（利用者負担）
　　　令和７年３月末まで　・・・免除継続
　　　令和７年４月１日以降・・・免除終了
　平成23年３月11日時点で平成27年度以降に避難
指示などが解除された地域に住民票があった方は、減
免措置の終了時期が上記以降となります。詳しくは、
平成23年３月11日時点で住民票のあった自治体へお
問合せください。
問  広野町　健康福祉課　☎0240ｰ27ｰ2113

Information　総務課

行政相談所を開設します
行政相談とは？
　行政相談とは、役所（国、県および市町村）や特殊
法人などの仕事に関して、苦情や困っていること、心
配なこと、分からないこと、要望したいことなどにつ
いて相談に応じ、行政機関とは異なる立場から解決を
手伝い、行政の制度や運営の改善を促すものです。
　受付窓口としては、総務大臣が住民の信頼の厚い方
へ委嘱した「行政相談委員」があります。行政相談委
員は、各市町村に１人以上配置されており、地域の身
近な相談窓口として活躍しています。誰でも無料で相
談でき、秘密は固く守られますので、ぜひご相談くだ
さい。

秋の行政相談所の開設
　総務省において、10月16日（月）から22日（日）
までを「行政相談週間」と定めています。広野町では、
行政相談委員が自宅などで相談に応じるほか、次の日
程で「行政相談所」を開設します。町民の皆さんが行
政に対して抱えている悩み事をお話しください。

■日時　令和５年10月20日（金）
■時間　午前10時～午後３時
■場所　広野町公民館１階　研修室２

広野町担当行政相談委員
　　　中津 由美さん
☎090-5357-2396

行政相談の流れ
１．相談の受付

　相談者が行政相談委員に対して、
役所などに関する困り事や悩み事を相談する。

▼
２．関係機関への事実確認

　行政相談委員は、各相談事の内容に応じて関係
機関へ連絡を行い、改善をするよう働きかける。

▼
３．関係機関からの回答

　関係機関は、各相談事の対応結果について、行
政相談委員へ連絡を行う。

※ 内容により対応が難しい場合もありますので、ご了
承ください。

問  広野町　総務課　☎0240ｰ27ｰ2111

Information　健康福祉課

介護保険料および後期高齢者医療保険料の年金からの特別徴収開始
　平成23年３月11日に発生した東日本大震災および
原子力災害により避難指示などが出された区域のう
ち、旧緊急時避難準備区域および平成26年12月31
日までに解除された避難指示解除準備区域に居住して
いた方で、一定所得以下の個人または世帯は令和５年
度における国民健康保険税、介護保険料および後期高
齢者医療保険料について、本来の賦課額の２分の１を
納めていただくこととなります。
　介護保険料については、介護保険法第135条より、
原則、年金からの天引きとなる特別徴収を開始いたし
ます。介護保険料の対象者は、令和５年４月１日時点
で広野町に住民票のある65歳以上の第一号被保険者
の方で、年金（老齢年金・退職年金、遺族年金および
障害年金）の年額18万円以上を受給されている方と
なります。
　後期高齢者医療保険料については、75歳以上または
一定の障がいを持つ65歳以上の方で、年金の受給額が
年額18万円以上かつ介護保険料と合わせた保険料額
が年金額の２分の１を超えない方が対象となります。
　年金からの特別徴収は、令和５年10月支給の年金
から開始されます。
　なお、これらに該当しない場合は普通徴収となりま
す。支払い方法は納付書または口座振替となりますが、
納め忘れの無いよう口座振替をご活用ください。
　保険料や納期などについては、令和５年７月以降に
送付しております「保険料納入通知書」でご確認くださ
い。

特 別 徴 収 と 普 通 徴 収

対 象 者 納付方法

特
別
徴
収

● 老齢年金、退職年金、遺族年
金、障害年金を年額18万円
以上受給されている方

＊手続きは必要ありません

受給されている
年金から自動徴
収されます。

普
　
通
　
徴
　
収

●年金を受給されていない方
●年金の受給額が年額18万円

未満の方
●特別徴収の要件を満たしてい

ても、以下の条件に該当する方
１．令和５年４月１日以降に65

歳になられた場合（介護保険料）
２．令和５年４月１日以降に

75歳到達または、65歳以上
で一定の障がいをお持ちの場
合（後期高齢者医療保険料）

３．他の市町村から広野町へ転
入された場合

４．年度の途中で所得段階の区
分が変更となった場合

５．年金の再裁定などにより年
金の種類や金額が変更された
場合（特別徴収が継続される
場合もあります。）

６．年金の支払いが停止（一部
停止）になった場合

納付書でのお支
払いまたは口座
振 替 と な り ま
す。

口座振替取り扱
い金融機関につ
いては下記の通
りです。

・あぶくま
　信用金庫
・ゆうちょ銀行　　
・東邦銀行
・福島さくら
　農業協同組合

問  広野町　健康福祉課　☎0240ｰ27ｰ2113

Information　国土交通省東北運輸局福島運輸支局

乗るなら確認「自賠責」お忘れなく！
　交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるもの
の、令和４年の事故発生件数は約30万件、死傷者数
は約36万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも
加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。
　交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっ
ても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすもので
す。
　自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイクなど
１台ごとに加入が義務づけられており、加害者の賠償
責任を担保することで、被害者の基本的な賠償を保障
する制度であり、被害者の救済を目的としています。

　一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、
保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理解・
認識することがとても大切です。

問  国土交通省東北運輸局福島運輸支局　
輸送・監査部門　☎024ｰ546ｰ0345


